
１．温泉浴用許可申請書 

許可を取得する浴室ごとに作成をお願いします。１件につき手数料が 35,000円必要になり

ます。 

 

２．温泉を利用する権利を有することを証する書類 

分湯契約書や給湯契約書など、温泉の供給を受けていることが分かる書類の提出をお願い

します。 

ご自身で源泉を所有している場合は、提出の必要はありません。 

 

３．温泉分析書の写し 

登録分析機関で行ったもので 10年以内に分析されたものの提出をお願いします。 

 

４．付近の見取図（案内図） 

道路地図の写し、グーグルマップの切り抜き等、施設がどこにあるかわかるものであれば大

丈夫です。 

 

５．温泉浴用施設の平面図 

浴室の配置、浴槽の寸法が確認できるものの提出をお願いします。 

硫黄泉を使用する場合は、換気設備が２箇所以上必要になります。換気を設置する基準の資

料もお送りしますので確認お願いします。 

 

６．温泉法法第 15条第 2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 

個人と法人で様式が異なりますので、該当する方の書類の提出をお願いします。 

 

 

使用する温泉が硫黄泉である場合、施設基準があります。使用する温泉についてはお確かめ

ください。 

 



【温泉の利用】 

○温泉利用許可申請   手数料：３５，０００円 

提出書類等 １部 

 提出書類 区分 説明 

ア 
温泉浴用許可申請書 又は温泉飲

用許可申請書 
〇 

浴用【施行細則別記様式第 13 号】又は 

飲用【施行細則別記様式第 14 号】 

イ 
温泉を利用する権利を有すること

を証する書類 
△ 

・分湯契約書、給湯契約書など 

※申請者が「温泉採取許可を受けた者又は可燃性

天然ガスの濃度確認を受けた者」の場合は不要 

ウ 温泉分析書の写し 〇 

・登録分析機関で行ったもので 10 年以内に分析

されたもの 

・温泉の分析は利用施設におけるものが原則。た

だし利用場所と温泉ゆう出口間の距離、引湯施設、

利用施設等からみて両者の温度、成分に差異がな

いと認められる場合は、温泉ゆう出口のものの分

析書であっても差し支えない。 

エ 付近の見取図（案内図）  道路地図の写しなど 

オ 
温泉浴用施設の平面図又は温泉飲

用施設の平面図 
〇 

・施設全体の平面図（浴室の配置が分かるもの） 

・浴室の平面図 

浴室の面積、浴槽の縦・横・深さ・容積が確認

できるもの。 

総硫黄を 2mg/kg 以上含有する場合は、換気装

置の場所が分かるように記載する。（立面図が望ま

しい。） 

・飲用にあっては、飲泉所、飲泉口及び源泉から

飲泉口までの引湯設備を記載する。 

カ 
法第15条第2項各号に該当しない

者であることを誓約する書面 
〇 

個人用【要綱別記様式第 13 号】  

法人用【要綱別記様式第 13 号の 2】 

キ 

源泉から採取した温泉について温

泉飲用水質基準の各項目について

検査した結果を記載した書類（飲用

のみ） 

△  

ク 
飲泉口から採取した温泉について

温泉飲用水質基準の微生物学的衛
△  



生管理項目について最近一箇月以

内に検査した結果を記載した書類

（飲用のみ） 

ケ 

温泉に水道水以外の水を加えて公

共の飲用に供する場合にあっては、

当該水道水以外の水について、温泉

飲用水質基準の微生物学的衛生管

理項目について最近一箇月以内に

検査した結果を記載した書類（飲用

のみ） 

△  

コ 
申請者の商業法人登記事項証明書 

の写し（申請者が法人の場合） 
 

原本確認する。（概ね３ヶ月以内のものが望まし

い。） 

サ 申請手数料 〇 35,000 円 ／件（栃木県収入証紙） 

区分 

○：温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則、温泉行政事務処理要綱、地方自治法、栃木県

手数料条例に基づき、全ての場合に適用 

   △：該当する場合のみ適用 

  空欄：提出は努力義務 

※添付書類の一部省略が認められる場合 

同一申請日に一施設（旅館等）において複数の浴室（飲泉所）又は浴槽（飲泉口）について利

用許可申請を行う場合、上記添付書類のうちイ、ウ、エ、オ、カ、キ、ケ、コについては、一施

設１部として差し支えない。ただし、オについては、利用申請に係る全浴室（飲泉所）、浴槽（飲

泉口）が記載されていること。 

※温泉分析の単位 

温泉成分の分析は、利用施設において行うことを原則とするが、源泉と利用施設との間でその

成分に差異がないと認められる場合は、源泉において行っても差し支えない（平成 14 年３月 29

日付け環自整第 148 号自然環境局長通知）。源泉と利用施設での温泉の成分に差異が認められる

と推測される場合は、利用施設に直近の貯湯槽等での分析を指導し、成分や温泉の禁忌症・適応

症及び利用上の注意事項については、掲示方法の工夫などにより対応する。 



別記様式第13号(第15条関係) 

 

温 泉 浴 用 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

 

 栃木県県北保健所長 様 

 

住 所          

氏 名          

電話番号           

  
法人の場合は名称、所

在地及び代表者の氏名 

 

  温泉の利用(浴用)の許可を受けたいので、温泉法第15条第1項の規定により関係書類

を添えて申請します。 

温 泉 の

利 用 目 的 
浴 用 

温泉を公共

の浴用に供

しようとす

る 施 設

(浴 場) 

所

在

地 
 

 

TEL        

名

称 

  
収 容

定 員 
名 

浴

室

名 

  

源

泉

の 

源 泉

所 在 地 
  

源 泉 名   



温 度 及 び

湧 出 量 
℃          l／分 

状

況 

管

理

者 

住 所   

氏 名   

成分及び分析

機 関 名 
   別添(温泉分析書)のとおり 

源泉から浴室

ま で の 距 離 
  

循環ろ過装置

の 有 無 
  

浴 室 の 面 積   浴室の材質   

浴 槽 の 構 造 

縦 横 深 さ 容 積 材 質 

m m m m3   

総 硫 黄 を

2mg／kg以 上

含有する場合 

源 泉 注 入

口 の 位 置 
  浴槽湯面の上部からかけ流し 

換 気 装 置 

自 然 箇所 

強 制 箇所 

 

 

手 数 料 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付  

 

 

 

 



別記様式第13号(第15条関係) 

 

温 泉 浴 用 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

 

 栃木県県北保健所長 様 

 

住 所          

氏 名          

 電話番号         

  
法人の場合は名称、所

在地及び代表者の氏名 

 

 

  温泉の利用(浴用)の許可を受けたいので、温泉法第15条第1項の規定により関係書類

を添えて申請します。 

温 泉 の

利 用 目 的 
浴 用 

温泉を公共

の浴用に供

しようとす

る 施 設

(浴 場) 

所

在

地 

 （温泉浴用許可指令書に記載される所在地となりますので、字な

どを含めて正確に記載をしてください。） 

 

TEL        

名

称 

 ○○温泉、○○旅館 等 

（温泉浴用許可指令書に記載されます。） 

収 容

定 員 

（浴槽に入

る人数を記

載してくだ

さい。） 名 

浴

室

名 

 （○○風呂、○○の湯 等） 

源

泉

の 

源 泉

所 在 地 
 （温泉分析書等を参考にして記載してください。） 

源 泉 名  （温泉分析書等を参考にして記載してください。） 

法人申請の場合は、法人登

記事項証明書の記載通りに

記載をしてください。 



温 度 及 び

湧 出 量 

（温泉分析書等を参考にして記載してください。） 

℃          l／分 

状

況 

管

理

者 

住 所 
 源泉管理者※の住所を記載してください。 

（※温泉利用施設の管理者ではありませんので注意してください。） 

氏 名 
  源泉管理者※の氏名を記載してください。 

（※温泉利用施設の管理者ではありませんので注意してください。） 

成分及び分析

機 関 名 
   別添(温泉分析書)のとおり 

源泉から浴室

ま で の 距 離 
    ○○Ｋｍ 

循環ろ過装置

の 有 無 
 有・無 

浴 室 の 面 積  ○○ｍ２ 浴室の材質 
 壁：石、木 

 床：石   等 

浴 槽 の 構 造 

縦 横 深 さ 容 積 材 質 

m m m m3  石  等 

総 硫 黄 を

2mg／kg以 上

含有する場合 

源 泉 注 入

口 の 位 置 
  浴槽湯面の上部からかけ流し 

換 気 装 置 

自 然 箇所 

強 制 箇所 

 

 

手 数 料 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付  

 

 

 

 

利用源泉が硫黄泉の場合記載します。 

注入口の位置、換気装置等については、平面図また

は立面図を参考にして記載してください。 

硫黄泉の利用許可申請の場合は濃度基準及び構造設

備基準がありますので、事前に相談してください。 



別記様式第 13号（要綱第 26条関係） 

                                                                      

誓  約  書 （個人用） 

 

年  月  日 

 

            様 

 

 

住所                

氏名                

                                                                  

                                                             

私は、温泉法第 15条第２項第１号及び第２号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第 13号の２（要綱第 26条関係） 

 

誓  約  書 （法人用） 

 

年  月  日 

 

             様 

 

 

住所               

 氏名               

                                             法人の場合はその所在地、 

                                          名称及び代表者の氏名 

 

当法人及び役員は、温泉法第 15条第２項各号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

 

承  諾  書 

  

 私（当社）は、私（当社）が採取（管理）している下記の源泉を、  

 

 （株）△△会社  が下記施設において、利用することに承諾します。 

 

                                       記 

 

 源泉名  ○○源泉            

 

  利用施設所在地 （※源泉の所在地ではないので注意） 

 

  利用施設名称  （※源泉のある施設名称ではないので注意）  

 

 

                          年  月  日 

 

                      温泉供給者 住所 

 

                                  氏名                       ㊞ 

申請者の氏名・会社名を

ご記入ください。 

使用する源泉の名称をご記入ください。 

温泉を使用する施設の住所、

施設名をご記入ください。 

・源泉管理者の住所、氏名をご記入ください。 

※法人の場合は、会社名＋肩書き＋代表者名

をご記入ください。 



 - 1 - 

 

承  諾  書 

  

 私（当社）は、私（当社）が採取（管理）している下記の源泉を、  

 

         が下記施設において、利用することに承諾します。 

 

                                       記 

 

 源泉名              

 

  利用施設所在地                  

 

  利用施設名称                   

 

 

                          年  月  日 

 

                      温泉供給者 住所 

 

                                  氏名                       ㊞ 



（別表第７） 

温 泉 利 用 許 可 の 単 位 

１ 浴用 

 (1) 同一源泉の温泉を利用する場合 

   浴室ごとに１件とする。 

   従って、同室内に２以上の浴槽がある場合においても１件とする。 

 (2) ２以上の源泉の温泉を利用する場合 

  ア 浴槽に２以上の源泉の温泉を混入して利用する場合は、浴室ごとに１件とする。 

    ただし、浴槽ごとに泉質、成分の異なる場合は、浴槽ごとに利用許可を必要とする。 

  イ 同室内で、異なる源泉の温泉を異なる浴槽で利用する場合、もしくは温泉を入れ替え

て利用する場合は、源泉ごとに１件とする。 

     

２ 飲用 

 (1) 同一源泉の温泉を利用する場合 

   飲泉所ごとに１件とする。 

   従って、同一飲泉所に２以上の飲泉口がある場合においても１件とする。 

 (2) ２以上の源泉の温泉を利用する場合 

  ア 飲泉口に２以上の源泉の温泉を混入して利用する場合は、飲泉所ごとに１件とする。 

    ただし、飲泉口ごとに泉質、成分の異なる場合は、飲泉口ごとに利用許可を必要とす

る。 

  イ 同一飲泉所で、異なる源泉の温泉を異なる飲泉口で利用する場合、源泉ごとに１件と

する。 

 

 

 

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

 

 










